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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月19日(2010.1.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネット通信をリダイレクトするためのコンピューターシステムであって、前記
システムは：
　一つ以上の予め定義されたビットストリングまたは文字セットについて発信元のコンピ
ュータからリクエストされた情報を解析するプロセッサと；
　前記一つ以上の予め定義されたビットストリングまたは文字セットについてドメインネ
ームシステム（ＤＮＳ）サーバから受信した情報を解析するプロセッサと；
　　ａ）予め定義されたビットストリングまたは文字セットの内の一つ以上が見付からな
かった場合、前記リクエストされた情報の一つ以上の第１のＩＰアドレスを前記発信元の
コンピュータに供給し、
　　ｂ）一つ以上の異なるビットストリングまたは文字セットが見付かった場合、前記リ
クエストされた情報の一つ以上の第２のＩＰアドレスを前記発信元のコンピュータに供給
し、
　　ｃ）予め定義されたビットストリングまたは文字セットの内の一つ以上が見付かり、
かつ高次レベルプロトコルであると推測できる場合、一つ以上の第３のＩＰアドレスを前
記発信元のコンピュータに供給し、または、
　　ｄ）前記リクエストされた情報に係るトラフィックを修正せずに通過させるプロセッ
サと；
　一つ以上の代替のビットストリングまたは文字セットについて前記発信元のコンピュー
タから前記第１、第２および／または第３のＩＰアドレスに提出されたリクエストを解析
するプロセッサと；を備え、
　前記代替のビットストリングまたは文字セットは、特定の高次レベルインターネット通
信プロトコルを示す、
　システム。
【請求項２】
　前記高次レベルインターネットプロトコルは、ＨＴＴＰ、ＨＴＴＰＳ、ＳＭＴＰ、ＦＴ
Ｐ、ＳＳＨ、Ｔｅｌｎｅｔ、または上記ＩＰ以外のプロトコル、またはこれらの内の二つ
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以上である、
　請求項１のシステム。
【請求項３】
　一つのプロセッサを備える、
　請求項１のシステム。
【請求項４】
　前記代替のビットストリングまたは文字セットは、特定ポート番号を経由して通信する
リクエストに関連する、
　請求項１のシステム。
【請求項５】
　発信元のコンピュータからの前記情報はＤＮＳクエリーであり、前記予め定義されたビ
ットストリングまたは文字セットはホスト名と関連している、
　請求項１のシステム。
【請求項６】
　更に、前記ＩＰアドレスのコンピュータに接続するリクエストを受信するプロセッサを
備える、
　請求項１のシステム。
【請求項７】
　更に、特定のインターネット通信プロトコルを示す予め定義されたビットストリングま
たは文字セットについて前記リクエストを解析するプロセッサを備える、
　請求項６のシステム。
【請求項８】
　前記プロトコルがＨＴＴＰである、
　請求項２又は請求項７のシステム。
【請求項９】
　前記リクエストを受信する前記プロセッサおよび前記リクエストを解析する前記プロセ
ッサが同一プロセッサである、
　請求項７のシステム。
【請求項１０】
　更に、前記第１、第２および／または第３のＩＰアドレスにプロセッサを備え、前記プ
ロセッサは、前記発信元から送信された前記情報のコンテンツと関連する情報を含むラン
ディングページを生成する、
　請求項７のシステム。
【請求項１１】
　前記高次レベルプロトコルは、前記発信元のコンピュータの前記ＩＰアドレスから推測
できる、
　請求項１のシステム。
【請求項１２】
　更に、異なるＩＰアドレスを供給すべきでないビットストリングまたは文字セットのリ
ストを維持する、
　請求項１のシステム。
【請求項１３】
　前記リストの項目は、前記異なるＩＰアドレスに提出されたリクエストを解析する前記
プロセッサにより生成される、
　請求項１２のシステム。
【請求項１４】
　前記リストは、一つ以上の条件または予め定義されたビットストリングもしくは文字セ
ットが見付からない場合は、透過的にＤＮＳ応答を渡し、条件または予め定義されたビッ
トストリングもしくは文字セットの内の一つ以上が見付かった場合は、異なるＩＰアドレ
スを供給するプロセッサによって維持される、



(3) JP 2009-524355 A5 2010.3.11

　請求項１２のシステム。
【請求項１５】
　更に、前記リスト作成後に一回以上リストを更新する、
　請求項１２のシステム。
【請求項１６】
　前記リストは、元のＩＰアドレス、リクエストされるホスト名、ＤＮＳクエリーのサイ
ズ、単一のホスト名またはドメイン名の頻度、ポート番号、日付および／または時間につ
いてのリクエストの監視に基づいて更新される、
　請求項１５のシステム。
【請求項１７】
　一つのリストが、前記異なるＩＰアドレスに提出される前記リクエストを解析する一つ
のコンピュータ上で維持され、一つのリストが、前記異なるＩＰアドレスに提出される前
記リクエストを解析する一つのコンピュータ上で維持され、前記二つのリストが、入力が
共通しているか共通していないかを識別するために比較される、
　請求項１２のシステム。
【請求項１８】
　一つのリストがウェブサーバ上で維持され、少なくとも二つのリストは入力が共通して
いるか共通していないかを識別するために比較される、
　請求項１７のシステム。
【請求項１９】
　前記システムは、インターネットトラフィックを解析し、監視するために用いられる、
　請求項１のシステム。
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